
　

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進

法
が
平
成
26
年
６
月
に
全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
、
同
年
11

月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
の
第
７
条
で
政

府
は
、
過
労
死
等
の
防
止
の

た
め
の
対
策
を
効
果
的
に
推

進
す
る
た
め
、
過
労
死
等
の

防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す

る
大
綱
（
以
下
「
大
綱
」
と

い
う
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

大
綱
は
次
の
よ
う
な
流
れ

で
作
成
さ
れ
ま
す
。

　

１
、
厚
生
労
働
省
に
お
い

て
、
大
綱
の
案
を
作
成
し
、

閣
議
の
決
定
を
求
め
る
。

　

２
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、

大
綱
の
案
に
つ
い
て
過
労
死

等
防
止
対
策
推
進
協
議
会
の

意
見
を
聴
く
。

　

３
、
大
綱
を
閣
議
決
定
し
、

国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に

公
表
す
る
。

　

大
綱
で
は
法
律
の
第
８
条

か
ら
第
11
条
ま
で
に
規
定
さ

れ
た
四
つ
の
対
策
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

四
つ
の
対
策
と
は
、
調
査

研
究
等
、
啓
発
、
相
談
体
制

の
整
備
等
、
民
間
団
体
の
活

動
に
対
す
る
支
援
で
す
。

　

大
綱
の
案
で
は
、
将
来
的

に
過
労
死
等
を
ゼ
ロ
と
す
る

こ
と
を
目
指
し
、
平
成
32
年

ま
で
に
週
労
働
時
間
60
時
間

以
上
の
雇
用
者
の
割
合
を
５

％
以
下
、
年
次
有
給
休
暇
取

得
率
を
70
％
以
上
、
平
成
29

年
ま
で
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
事

業
場
の
割
合
を
80
％
以
上
と

す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
目
標
を
各
種
の
取
組

に
よ
り
早
期
に
達
成
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
今
後
お
お
む
ね
３
年
を

目
途
に
、
全
て
の
都
道
府
県

で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、

全
国
で
啓
発
活
動
を
行
う
と

と
も
に
、
身
体
面
、
精
神
面

の
不
調
を
生
じ
た
労
働
者
誰

も
が
相
談
す
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

大
綱
の
作
成
時
期
は
平
成

27
年
の
年
央
を
予
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
も
う
す
ぐ
作

成
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
過
重

労
働
対
策
の
一
層
の
強
化
に

取
り
組
ん
で
お
り
、
平
成
27

年
度
の
労
働
基
準
行
政
の
取

組
事
項
で
も
過
重
労
働
防
止

対
策
を
最
重
点
対
策
の
第
一

に
掲
げ
て
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

各
事
業
場
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
長
時
間
労
働
削
減
等

に
向
け
た
積
極
的
な
取
り
組

み
を
お
願
い
し
ま
す
。

過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の

対
策
に
関
す
る
大
綱
に
つ
い
て

行政の
焦点

９月は「職場の健康診断実施強化月間」です
～　健康診断と事後措置の徹底を！　～

健康診断と健康診断実施後の措置を実施できていますか？
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